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立
川
市
公
共
下
水
道
多
摩
川
上
流

処
理
区
の
事
業
計
画
区
域
の
追
加
等

を
行
う
た
め
、
立
川
市
公
共
下
水
道

（
多
摩
川
流
域
下
水
道
多
摩
川
上
流

処
理
区
関
連
）
事
業
計
画
変
更
（
案
）

の
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

　

●
縦
覧　

s
７
月　

日
㈮
～
８
月

２６

８
日
㈭
、
午
前
８
時　

分
～
午
後
５

３０

時
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）
d
下

水
道
工
務
課
（
市
役
所
２
階
）

　

w
下
水
道
工
務
課
・
内
線
２
２
２

３

　

●
縦
覧　

s
７
月　

日
㈭
～
８
月

２５

　

日
㈮
、
午
前
９
時　

分
～
午
後
４

２３

３０

時　

分
（
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
）

３０
d
市
環
境
対
策
課
（
市
役
所
２
階
）、

都
環
境
局
都
市
地
球
環
境
部
環
境
都

市
づ
く
り
課
（
都
庁
）、
都
多
摩
環

境
事
務
所
管
理
課
（
錦
町
）

　

●
閲
覧　

s
７
月　

日
㈭
～
８
月

２５

　

日
㈮〔
月
曜
日
と　

日
㈭
を
除
く
〕

２３

１５

▽
火
曜
～
金
曜
日
＝
午
前　

時
～
午

１０

後
７
時
▽
土
曜
・
日
曜
日
＝
午
前　
１０

時
～
午
後
５
時
d
市
中
央
図
書
館

　

●
住
民
説
明
会　

直
接
会
場
へ
s

d
▽
８
月
９
日
㈮
午
後
７
時
～
９
時

＝
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
５
階
第
３
学

習
室
▽
８
月　

日
㈯
午
前
９
時　

分

１０

３０

～　

時　

分
＝
㈶
三
多
摩
労
働
会
館

１１

３０

大
会
議
室
（
曙
町
２
們　

們　

）〔
説

１５

２０

明
会
の
内
容
は
同
じ
で
す
〕

　

●
意
見
書
の
提
出　

直
接
ま
た
は

郵
送
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
▼
記
載

事
項
＝
①
事
業
名
②
住
所
と
氏
名

（
法
人
そ
の
他
の
団
体
は
、
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
、
都
内
に
あ
る
事
務

所
か
事
業
所
の
所
在
地
）
③
環
境
保

全
の
見
地
か
ら
の
意
見
▼
受
付
期
間

＝
７
月　

日
㈭
～
９
月
９
日
㈪
〔
消

２５

印
有
効
〕
▼
提
出
先
＝
都
環
境
局
都

市
地
球
環
境
部
環
境
都
市
づ
く
り
課

〔
〒　

們　

新
宿
区
西
新
宿
２
們
８

１６３

８００１

們
１
都
庁
第
二
本
庁
舎
８
階
〕
緯
０

３
（
５
３
８
８
）
３
４
４
０

　

w
市
環
境
対
策
課
・
内
線
２
２
４

８

　

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養

手
当
を
受
け
て
い
る
方
は
、
現
況
届

の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。
現
況
届

は
、
前
年
の
所
得
状
況
な
ど
を
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
、
期
日
ま
で
に

提
出
し
な
い
と
手
当
の
支
給
が
遅
れ

る
場
合
や
、
受
給
で
き
な
く
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

●
受
付
期
間　

▼
児
童
扶
養
手
当

＝
８
月
１
日
㈭
～　

日
㈮
〔
８
月
４

３０

日
以
外
の
土
曜
・
日
曜
日
を
除
く
〕

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
８
月　

日
１２

㈪
～
９
月　

日
㈫
〔
土
曜
・
日
曜
日

１０

を
除
く
〕

　

●
受
付
窓
口　

子
育
て
推
進
課
給

付
係
（
市
役
所
１
階
）。
郵
送
不
可
。

　

●
必
要
書
類　

▽
手
当
証
書
▽
印

鑑
▽
市
か
ら
の
通
知
に
記
載
し
て
あ

る
書
類

※６５歳未満で心身障害者手当または難病手当を受給中の方が、より月額の高い手当の対象となる障害に該当された場
合は、今まで受給していた手当を中止し、新しく該当した障害で一覧上段の３種の中から受給できる手当を申請し
直すことができます（一部例外がありますので、くわしくはお問い合わせください）。

※表中「施設入所者」の施設とは、障害者支援施設、障害児入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費
老人ホーム、救護施設、のぞみの園などです。グループホーム、ケアホームは含みません。
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心身障害者（児）手当など一覧　　　　　平成２５年７月現在 
手当・助成を受けられない方対象となる方手当などの種類

手
　
　
当

①難病手当受給者
②心身障害者福祉手当受給者
③施設入所者
④６５歳以上で新規に身体障害者手
帳などを取得した方

⑤児童育成（障害）手当受給者

Ａ
葛身体障害者手帳１級・２級、愛の
手帳１度～３度の方
葛脳性まひの方
葛進行性筋い縮症の方

心身障害者手当
（所得制限あり）　
手当月額：右のＡは６，０００円、
　　　　　Ｂは４，５００円
支給月：４月・８月・１２月

※
こ
ち
ら
の
３
種
の
う
ち
１
種
の
み
受
給
可

市

の

制

度

Ｂ
葛身体障害者手帳３級・４級、愛の
手帳４度の方

渇心身障害者手当受給者
渇上記②③⑤該当者
渇６５歳以上で新規に左記の特殊疾
病の認定を受けた方

国・都の指定する特殊疾病の認定（都
医療券）を受けた方

難病手当
（所得制限あり）　
手当月額：８，０００円
支給月：４月・８月・１２月

渇心身障害者手当受給者
渇上記①③④該当者

２０歳以上の方で、
葛身体障害者手帳１級・２級、愛の
手帳１度～３度の方
葛脳性まひの方
葛進行性筋い縮症の方

心身障害者福祉手当
（所得制限あり）　
手当月額：１５，５００円
支給月：４月・８月・１２月都

の

制

度
渇施設入所者
渇病院などに３か月以上入院して
いる方
渇６５歳以上で新規に身体障害者手
帳などを取得した方

葛重度の知的障害で、日常生活に常
時複雑な配慮を必要とする精神症
状を有する方

葛重度の身体障害と重度の知的障害
が重複する方

葛重度の肢体不自由で両上肢および
両下肢の機能が失われ、座ってい
ることも困難な程度の方

重度心身障害者手当
（所得制限あり）　
手当月額：６０，０００円
支給月：毎月

渇施設入所者
渇病院などに３か月以上入院して
いる方

重度の障害があるため、日常生活に
常時特別な介護が必要な２０歳以上の
方〔※くわしくは障害福祉課緯（５２９）
７１００へお問い合わせください〕

特別障害者手当
（所得制限あり）　
手当月額：２６，２６０円
支給月：５月・８月・１１月・２月

国

の

制

度
渇施設入所者
渇当該障害を支給理由とする年金
の受給者

重度の障害があるため、日常生活に
常時介護が必要な２０歳未満の方〔※
くわしくは障害福祉課緯（５２９）７１００
へお問い合わせください〕

障害児福祉手当
（所得制限あり）　
手当月額：１４，２８０円
支給月：５月・８月・１１月・２月

渇生活保護受給者
渇６５歳以上で新規または更新によ
り身体障害者手帳などを取得し
た方

葛身体障害者手帳１級・２級（内部３
級）、愛の手帳１度・２度の方

障害者医療費助成制度
（所得制限あり）　
保険診療の自己負担分医療費の
一部を助成

都
の
制
度

そ
の
他

d
d

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

　

●
児
童
扶
養
手
当
現
況
臨
時
窓
口

　

s
８
月
１
日
㈭
～
７
日
㈬
、
平
日

の
午
前
９
時
～　

時　

分
と
午
後
１

１１

３０

時
～
４
時
d
市
役
所
１
階　

相
談
室

１６

（
子
育
て
推
進
課
隣
）

　

●
夜
間
・
日
曜
日
窓
口　

s
▽
８

月
２
日
㈮
＝
午
後
５
時　

分
～
８
時

３０

▽
８
月
４
日
㈰
＝
午
前
９
時
～　

時
１１

　

分
と
午
後
１
時
～
４
時
d
い
ず
れ

３０も
市
役
所
１
階
多
目
的
プ
ラ
ザ

　

な
お
、
手
当
を
受
け
て
い
る
方
と
、

そ
の
同
居
親
族
で
、
今
年
の
１
月
２

日
以
降
立
川
市
に
転
入
し
た
方
は
、

１
月
１
日
現
在
に
住
ん
で
い
た
市
区

町
村
が
発
行
す
る
平
成　

年
度
の
課

２５

税
・
非
課
税
証
明
書
を
、
現
況
届
と

一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

w
子
育
て
推
進
課
給
付
係
・
内
線

１
３
４
５

 　

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
制

度
の
○親
 
医
療
証
を
お
持
ち
の
方
に

「
現
況
届
」
を
郵
送
し
ま
す
（
７
月

　

日
発
送
予
定
）。現
況
届
の
受
け
付

２９け
は
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
の
で
、

期
間
内
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

●
窓
口
受
付　

８
月
１
日
㈭
～　
１０

月　

日
㈮
〔
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

１１
を
除
く
〕
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
、

子
育
て
推
進
課
給
付
係
（
市
役
所
１

碓親 
 
医
療
費
助
成
制
度

階
）
で
。

　

●
郵
送
受
付　
　

月　

日
（
消
印

１０

１１

有
効
）
ま
で
に
子
育
て
推
進
課
給
付

係
へ
。

　

ま
た
、
ひ
と
り
親
な
ど
の
世
帯
で
、

こ
の
○親
 
医
療
証
を
お
持
ち
で
な
い

方
は
申
請
が
必
要
で
す
（
所
得
制
限

あ
り
）。今
年
の
１
月
２
日
以
降
に
立

川
市
に
転
入
し
た
方
は
、
１
月
１
日

に
住
ん
で
い
た
市
区
町
村
が
発
行
す

る
平
成　

年
度
の
課
税
・
非
課
税
証

２５

明
書
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
所
得
制

限
の
判
定
を
行
い
、
該
当
す
る
方
に

は
○親
 
医
療
証
を
発
行
し
ま
す
。

　

w
子
育
て
推
進
課
給
付
係
・
内
線

１
３
４
５

現現
況況
届届
のの
提提
出出
をを

おお
忘忘
れれ
なな
くく

現
況
届
の
提
出

現
況
届
の
提
出
をを

お
忘
れ
な

お
忘
れ
な
くく

児
童
扶
養
手
当
・

特
別
児
童
扶
養
手
当

立
川
市
公
共
下
水
道
事

立
川
市
公
共
下
水
道
事
業業

計
画
計
画
のの
変
更（
案
）

変
更（
案
）のの
縦
覧
縦
覧

　

●
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会　

直
接
会
場
へ
s
７
月　

日
㈬
午
後
１

３１

時　

分
か
ら
d
市
役
所　

・　

会
議

３０

２０８

２０９

室
l　

人
（
先
着
順
）
w
保
険
年
金

１６

課
業
務
係
・
内
線
１
３
９
０

　

●
特
別
支
援
教
育
実
施
計
画
策
定

検
討
委
員
会　

直
接
会
場
へ
s
７
月

　

日
㈬
午
後
６
時
か
ら
d
子
ど
も
未

３１来
セ
ン
タ
ー　

会
議
室
l　

人
（
先

１０１

１０

着
順
）
w
特
別
支
援
教
育
課
・
内
線

４
０
３
０

　

●
景
観
審
議
会　

s
８
月
２
日
㈮

午
後
２
時
か
ら
d
市
役
所　

会
議
室

１０４

l　

人（
申
込
順
）
q
都
市
計
画
課
景

１０
観
係
・
内
線
２
３
７
６
へ

　

●
立
川
駅
前
滞
留
者
対
策
推
進
協

=
=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

公
開
す
る
会
議
日
程

公公公公公公公公
開開開開開開
す
る
会
議

程程程程程程程程程程

公
開
す
る
会
議
日
程

公
開
す
る
会
議
日
程

公
開
す
る
会
議
日
程

公
開
す
る
会
議
日
程

議
会　

直
接
会
場
へ
s
８
月
６
日
㈫

午
後
１
時　

分
か
ら
d
市
役
所　

会

３０

１０１

議
室
l　

人
（
先
着
順
）
w
防
災
課
・

１０

内
線
２
５
３
５

　

●
行
政
評
価
第
三
者
評
価
委
員
会

　

直
接
会
場
へ
s
８
月　

日
㈪
午
後

１２

７
時
か
ら
d
市
役
所　

会
議
室
l
５

２１０

人
（
先
着
順
）
w
行
政
経
営
課
・
内

線
２
７
０
３

　

●
教
育
委
員
会
定
例
会　

直
接
会

場
へ
s
d
▽
８
月
８
日
㈭
午
後
１
時

　

分
か
ら
＝
市
役
所　

会
議
室
▽
８

３０

２１０

月　

日
㈭
午
後
１
時　

分
か
ら
＝
市

２９

３０

役
所　

・　

会
議
室
〔
開
催
日
時
は

２０８

２０９

変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
お

問
い
合
わ
せ
の
上
、
お
越
し
く
だ
さ

い
〕
l
各　

人
（
先
着
順
）
w
教
育

２０

総
務
課
庶
務
係
・
内
線
２
４
６
５

「「「「「「「「「「（（（（（（（（（（
仮仮仮仮仮仮仮仮仮仮
称称称称称称称称称称
））））））））））立立立立立立立立立立
川川川川川川川川川川
立立立立立立立立立立
飛飛飛飛飛飛飛飛飛飛

「（
仮
称
）立
川
立
飛
商商商商商商商商商商商

業業業業業業業業業業
施施施施施施施施施施
設設設設設設設設設設
計計計計計計計計計計
画画画画画画画画画画
」」」」」」」」」」にににににににににに
関関関関関関関関関関

業
施
設
計
画
」に
関
すすすすすすすすすすす

るるるるるるるるるる
環環環環環環環環環環
境境境境境境境境境境
影影影影影影影影影影
響響響響響響響響響響
評評評評評評評評評評
価価価価価価価価価価
書書書書書書書書書書

る
環
境
影
響
評
価
書
案案案案案案案案案案案

のののののののののの
縦縦縦縦縦縦縦縦縦縦
覧覧覧覧覧覧覧覧覧覧
なななななななななな

の
縦
覧
な
どどどどどどどどどどど

　市や都、国は心身に障害のある方が地域で安心して
暮らせるよう、各種手当の支給や医療費の助成（下表）
を行っています。これらの手当は申請しないと受け取
ることができません。該当する方で、これまで申請し
たことがない方は、障害福祉課業務係（市役所１階）
でお早めに手続きをお願いします。なお、現在、支給
や助成を受けている方は手続きの必要はありません。
　w障害福祉課業務係緯（５２９）７１００
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い
つ
も
と
違
う
な
、
ど
う
し
た
の
か
な　

心
配
な
ご
近
所
さ
ん
に
気
付
い
た
ら
立
川
市
見
守
り
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
緯
０
４
２
（
５
０
６
）
０
０
２
４
へ
ご
連
絡
を

　･･･対象　　･･･日時　　･･･場所　　･･･講師　　･･･費用　　･･･保育　　･･･定員　　･･･持ち物　　･･･申し込み　　･･･問い合わせ　凡例 定時 場 師 費 持保対 申 問

　

入
院
の
場
合
や
高
額
な
外
来
診
療

を
受
け
る
場
合
は
、「
限
度
額
適
用

（
標
準
負
担
額
減
額
）
認
定
証
」
を

提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
金
額
が
各
世
帯
の
１
か
月
あ

た
り
の
限
度
額
ま
で
と
な
っ
た
り
、

入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

現
在
発
行
さ
れ
て
い
る
認
定
証
の

有
効
期
限
は
７
月　

日
で
す
。
８
月

３１

１
日
か
ら
有
効
の
認
定
証
が
必
要
な

方
は
、
保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
保

険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
）
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

　

●
申
請
が
必
要
な
方　

▽
市
国
民

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
、
８
月

以
降
の
使
用
を
希
望
す
る
方
▽
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
て

認
定
証
を
お
持
ち
で
な
い
方
の
う
ち
、

住
民
税
非
課
税
世
帯
に
属
し
、
８
月

以
降
の
使
用
を
希
望
す
る
方

　

●
申
請
が
不
要
な
方　

▽　

歳
以

７０

上
で
住
民
税
課
税
世
帯
に
属
す
る
方

（
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
や

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
が
限

度
額
適
用
認
定
証
と
同
等
の
効
果
を

も
ち
ま
す
）
▽
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
で
、
す
で
に
認
定
証
を
お

持
ち
の
方
（
７
月
中
に
ご
自
宅
へ
郵

送
し
ま
す
）

　

w
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内

線
１
４
０
１

　

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を

お
持
ち
の
方
の
う
ち
、
自
己
負
担
が

変
わ
る
方
へ
新
し
い
保
険
証
を
お
送

り
し
ま
し
た
。

　

自
己
負
担
割
合
は
平
成　

年
中
の

２４

所
得
に
基
づ
き
判
定
を
行
い
、
そ
の

結
果
を
平
成　

年
８
月
か
ら
翌
年
７

２５

月
ま
で
の
間
、
適
用
し
ま
す
。
変
更

の
無
い
方
は
、
現
在
お
持
ち
の
保
険

証
を
引
き
続
き
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　

●
自
己
負
担
割
合
が
３
割
に
な
る

方　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
本
人
の
住
民
税
課
税
標
準
額
が　
１４５

万
円
以
上
▽
同
一
世
帯
の
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
被
保
険
者
の
住
民
税
課

税
標
準
額
が　

万
円
以
上

１４５

　

w
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内

線
１
４
０
１

　

就
職
等
で
勤
務
先
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険

脱
退
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
だ

手
続
き
が
お
済
み
で
な
い
方
は
①
勤

務
先
の
健
康
保
険
証
（
被
扶
養
者
が

い
る
場
合
は
全
員
分
）
②
今
ま
で
お

使
い
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

③
印
鑑
を
持
っ
て
、保
険
年
金
課（
市

役
所
１
階
）
か
窓
口
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
（
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー
１
階
）

で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

●
脱
退
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と　

い
つ
ま
で
も
国
民
健
康
保
険
料
が
か

か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
、
う
っ

か
り
国
保
の
保
険
証
を
使
っ
て
診
療

を
受
け
て
し
ま
う
と
、
国
保
か
ら
支

払
わ
れ
た
医
療
費
を
返
還
し
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

w
保
険
年
金
課
医
療
給
付
係
・
内

線
１
４
０
１

医
療
費
の
適
正
化

医
療
費
の
適
正
化
にに

取
り
組
ん
で
い
ま

　

取
り
組
ん
で
い
ま
すす

　

●
補
助
金
額　

▽
人
間
ド
ッ

ク
＝
２
万
円
▽
脳
ド
ッ
ク
＝
１

万
５
千
円
（
い
ず
れ
も
受
診
費

用
額
が
補
助
額
を
下
回
る
場
合

は
受
診
費
用
額
）

　

●
申
請
方
法　

▼
事
前
申
請

＝
契
約
医
療
機
関
（
下
表
）
へ

予
約
後
、
受
診
す
る
前
日
ま
で

に
、
①
保
険
証
②
印
鑑
③
予
約

日
や
受
診
費
用
が
分
か
る
も
の

を
持
っ
て
、
保
険
年
金
課
（
市

役
所
１
階
）
ま
た
は
窓
口
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
（
女
性
総
合
セ

ン
タ
ー
１
階
）
で
申
請
し
て
く

だ
さ
い
〔
事
前
申
請
の
場
合
、

受
診
結
果
は
医
療
機
関
か
ら
市

へ
提
出
さ
れ
る
の
で
本
人
か
ら

の
提
出
は
不
要
で
す
〕。▼
事
後

申
請
＝
契
約
医
療
機
関
で
受
診

後
に
補
助
申
請
を
す
る
方
、
ま

た
は
契
約
医
療
機
関
以
外
で
受

診
す
る
方
は
受
診
か
ら
２
年
以

内
に
、
①
保
険
証
②
印
鑑
③
領

収
書
・
受
診
結
果（
各
写
し
）④

振
り
込
み
を
希
望
す
る
口
座
番

号
等
が
分
か
る
も
の
を
持
っ
て
、

特
定
健
康
診
査
の
受
診
を

　

市
は
、
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る　

歳
以
上
の
方
を
対
象
に
、

４０

生
活
習
慣
病
の
も
と
と
な
る
メ
タ
ボ

リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪

症
候
群
）
の
発
見
に
着
目
し
た
特
定

健
康
診
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

受
診
期
間
は
翌
年
３
月
ま
で
、
誕

生
月
に
よ
る
受
診
期
間
の
区
分
け
も

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、　

歳
代
・　

４０

５０

歳
代
の
対
象
と
な
る
方
に
は
、　

月
１１

か
ら
は
が
き
や
電
話
・
居
宅
訪
問
な

ど
で
受
診
を
お
勧
め
し
ま
す
。
生
活

習
慣
病
等
の
早
期
発
見
、早
期
治
療

に
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

　

w
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
１

３
９
０

特
定
保
健
指
導
を
ご
利
用

く
だ
さ
い

　

市
は
、
特
定
健
康
診
査
や
市
の
補

助
を
利
用
し
た
人
間
ド
ッ
ク
の
結
果
、

健
康
の
保
持
に
努
め
る
必
要
が
あ
る

と
さ
れ
た
方
へ
特
定
保
健
指
導
を
行

っ
て
い
ま
す
。
特
定
保
健
指
導
で
は
、

専
門
の
ス
タ
ッ
フ
が
半
年
間
に
わ
た

っ
て
生
活
習
慣
改
善
の
た
め
の
ア
ド

バ
イ
ス
を
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
方

に
は
、
特
定
健
康
診
査
等
受
診
の
約

３
か
月
後
に
、
市
の
委
託
を
受
け
た

㈱
日
本
生
科
学
研
究
所
か
ら
電
話
な

ど
で
ご
案
内
し
ま
す
。

　

特
定
保
健
指
導
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
生
活
習
慣
病
の
発
症
を
予
防
し
、

日
ご
ろ
の
健
康
管
理
に
役
立
て
る
こ

　

現
在
お
使
い
の
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成　
２５

年
９
月　

日
で
す
。　

月
１
日
以
降

３０

１０

使
用
で
き
る
保
険
証
を
９
月
初
旬
か

ら
書
留
郵
便
で
お
送
り
し
ま
す
。

　

確
実
に
お
手
元
に
お
届
け
す
る
た

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

国国国国国国国国国国民民民民民民民民民民健健健健健健健健健健康康康康康康康康康康保保保保保保保保保保国民健康保険険険険険険険険険険険
　

高
齢
化
や
高
血
圧
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣
病
に
よ

り
、
医
療
費
は
年
々
増
加
し
、
国
民
健
康
保
険
財
政
は
非

常
に
厳
し
い
状
況
で
す
。
今
後
も
費
用
の
増
加
が
見
込
ま

れ
る
中
、
保
険
制
度
を
維
持
、
運
営
し
て
い
く
た
め
、
市

は
、
被
保
険
者
皆
さ
ん
の
健
康
維
持
・
増
進
に
よ
る
医
療

費
の
適
正
化
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

医
療
費
の
適
正
化

医
療
費
の
適
正
化
にに

取
り
組
ん
で
い
ま

　

取
り
組
ん
で
い
ま
すす

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
医
療
費
の

適
正
化
や
保
険
料
の
増
加
抑
制
に
つ

な
が
り
ま
す
。
無
料
で
利
用
で
き
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

w
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
１

３
９
０

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク

最
大
３
万
５
千
円
を
補
助

し
ま
す

　

●
補
助
対
象　

①
立
川
市
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る　

歳
～　

３０

７４

歳
の
方
。
②
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

に
加
入
し
て
い
る
市
民
の
方
（
一
部

例
外
あ
り
）。※
補
助
を
受
け
る
に
は

受
診
結
果
の
提
出
が
必
須
で
す
。
ま

た
、
保
険
料
に
未
納
が
あ
る
方
や
同

一
年
度
中
に
特
定
健
康
診
査
か
後
期

高
齢
者
医
療
健
康
診
査
を
受
診
す
る

方
は
補
助
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

●
利
用
期
間　

４
月
か
ら
翌
年
３

月
ま
で
の
年
度
内
に
各
１
回
。
た
だ

し　

歳
未
満
の
方
の
脳
ド
ッ
ク
は
２

５０
年
度
に
１
回
。

国
民
健
康
保
険

国
民
健
康
保
険
のの

新
し
い
被
保
険
者
証

新
し
い
被
保
険
者
証
はは

９９
月
に
郵
送
し
ま

月
に
郵
送
し
ま
すす

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
も
で
き
ま
す
。

　

w
保
険
年
金
課
業
務
係
・
内
線
１

３
９
０

保
険
年
金
課
ま
た
は
窓
口
サ
ー
ビ
ス

セ
ン
タ
ー
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
保
険
年
金
課
と
窓
口
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
配
布
す
る
ほ
か
、 平成２５年度人間ドック・脳ドック受診補助事業　契約医療機関

電話番号所　在　地脳ドック人間ドック契約医療機関
緯（５２２）８１６１錦町１害７害５○川野病院
緯（５２８）２０１１錦町３害７害１０○多摩健康管理センター
緯（５２４）７３６５錦町１害２３害４○○立川相互ふれあいクリニック健康管理センター
緯（５２３）３１４７錦町４害２害２２○○立川病院健康医学センター
緯（５２８）１３８０柴崎町３害６害１０○○JA東京健康管理センター

緯（５２６）３２２２柴崎町３害１４害２
BOSENビル４階○○立川中央病院附属健康クリニック

緯（５２１）１２１２曙町２害３７害７
コアシティ立川ビル９階○○立川北口健診館

緯（５２６）５５１１緑町３２５６○国立病院機構災害医療センター

緯（５４８）１２２５柴崎町３害７害１６
立川ワシントンホテル１階○メディカルスキャニング立川
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な
お
、
配
達
時
に
ご
不
在
の
場
合
、

郵
便
配
達
員
は
「
郵
便
物
等
お
預
か

り
の
お
知
ら
せ
」
を
投
函
し
ま
す
が
、

居
住
者
の
お
名
前
等
が
不
明
な
場
合

は
、
こ
の
お
知
ら
せ
を
投
函
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ご
注
意
を
。
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　公園の利用についての苦情が市に
寄せられています。次のマナーを守
り、皆さんが公園を快適に利用でき
るよう、ご協力ください。
w公園緑地課公園係・内線２２６８

★公園内にはごみを捨てずに、
必ず持ち帰りましょう。

★公園内での花火は禁止です。

★ペットのふんは飼い主の
責任で必ず持ち帰ってく
ださい。
　　また、動物を怖いと感
じる方もいるので、ペッ
トをリードから外して公
園内で放すことはやめま
しょう。

★夜遅くまで大
声で騒ぐなど、
公園の周辺に
住んでいる方
に迷惑となる
行為はやめま
しょう。

公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園ののののののののののののののののののののののののののののののののの利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用公園の利用はははははははははははははははははははははははははははははははははは
マママママママママママママママママママママママママママママママママナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーををををををををををををををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっマナーを守ってててててててててててててててててててててててててててててててててて
公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園園ののののののののののののののののののののののののののののののののの利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用公園の利用はははははははははははははははははははははははははははははははははは
マママママママママママママママママママママママママママママママママナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーををををををををををををををををををををををををををををををををを守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守守っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっマナーを守ってててててててててててててててててててててててててててててててててて

w健康推進課緯（５２７）３２７２

煙外出時は日傘・帽子の活用を
煙室内にいても水分をこまめに
とりましょう

煙日陰を利用してこまめに休憩
しましょう

煙無理をせず、適度にエアコン
などを使いましょう

熱中熱中症症にに

ご注ご注意意！！
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